
住民基本台帳事務における支援措置 手続きの流れ 

 

 

相談機関                   

●警察署                              

水戸警察署生活安全課 等  

●配偶者暴力相談支援センター                

●児童相談所          

 ●水戸市 

  子育て支援課，高齢福祉課， 

  障害福祉課 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係市区町村 

   ●前住所地 

   ●本籍地 

   ●その他 

水戸市役所市民課 

DV，ストーカー，児童虐待等被害者  

①申出 

②相談 

④
支
援
の
必
要
性
の
確
認 

⑥支援可否の通知 

⑥支援措置の通知 

③連絡 

⑤回答 

 

※支援措置の申出は本庁舎のみになります。 


